
 

奈良県総合教育会議運営要綱 
 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号。以下「法」という。）に定めるもののほか、奈良県総合教育

会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （招集） 

第２条 知事は、法第１条の４第３項の規定により会議を招集するときは、あ

らかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を

教育委員会へ通知するものとする。 

２ 教育委員会は、法第１条の４第４項の規定により会議の招集を求めるとき

は、知事に対し、協議すべき具体的事項を示し、文書で通知するものとする。 

３ 知事は、前項の通知を受領したときは、教育委員会から示された協議事項

について検討し、教育委員会に対し、文書により会議の招集の可否を回答する

ものとする。 

４ 知事は、第１項の通知を行ったときは、当該通知に係る事項を、地域振興

部教育振興課のホームページに掲載して公表するものとする。 

５ 前項の規定は、第１項の通知に係る事項を変更した場合（会議を中止した

場合を含む。）について準用する。 

 

 （議長等） 

第３条 議長は、知事をもって充てる。 

２ 法第１条の４第１項第２号に定める事務の調整を行う場合であって、知事

に事故のあるとき又は知事が欠けたときは、あらかじめ指定された職務代理者

が議長を務めることができる。 

 

  （意見聴取等） 

第４条  会議は、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者

に会議への出席を求め、当該協議すべき事項に対し意見を聴くことができる。 

２ 会議は、学識経験を有する者のうちから継続的に意見を求める必要がある

と認める者を顧問として置くことができる。 

３ 会議は、顧問及び必要と認める関係者並びに学識経験者に会議への出席を

求める場合は、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調

整すべき事項を通知するものとする。 

 

 （会議の非公開） 

第５条 法第１条の４第６項ただし書の規定により会議を公開しないこととす

る場合は、あらかじめ、その旨を公表することとする。この場合においては、

第２条第４項の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開

しないこととする場合は、適用しない。 

 

 （議事録） 

第６条 知事は、法第１条の４第７項の議事録について、その概要を、地域振



 

興部教育振興課のホームページに掲載して公表するものとする。ただし、前条

の規定により会議を公開しない場合にあっては、公表しないことができる。 

 

 （事務局） 

第７条 会議の事務局は、地域振興部教育振興課及び教育委員会事務局企画管

理室に置く。 

 

 （定めのない事項） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、知事

が会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年５月２５日から施行する。 

 
 


